
○ 熊 本 県 行 政 に 係 る 基 本 的 な 計 画 の 策 定 等 を 議 会 の 議 決 事 件 と し て 定 め る 条

例  

平 成 16 年 3 月 12 日  

条 例 第 35 号  

 

熊 本 県 行 政 に 係 る 基 本 的 な 計 画 の 策 定 等 を 議 会 の 議 決 事 件 と し て 定 め る 条

例 を こ こ に 公 布 す る 。  

 

熊本県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件として定める条例 

(目 的 ) 

第 1 条  こ の 条 例 は 、 県 行 政 に 係 る 基 本 的 な 計 画 の 策 定 等 を 議 会 の 議 決 事 件

と す る こ と に よ り 、 計 画 の 策 定 段 階 か ら 議 会 が 積 極 的 に 役 割 を 果 た し 、 も っ

て 、 議 会 と 知 事 そ の 他 の 執 行 機 関 が 県 民 に 対 す る 責 任 を 共 に 担 い な が ら 、 わ

か り や す く 、 自 主 性 に 富 ん だ 県 行 政 を 推 進 す る こ と を 目 的 と す る 。  

(議 決 す べ き 計 画 ) 

第 2 条  県 行 政 に 係 る 計 画 (そ の 策 定 手 続 が 法 令 又 は 他 の 条 例 の 規 定 に よ り

定 め ら れ て い る も の を 除 く 。)の う ち 次 に 掲 げ る も の を 策 定 し 、又 は 変 更 す る

こ と に つ い て は 、地 方 自 治 法 (昭 和 22 年 法 律 第 67 号 )第 96 条 第 2 項 の 規 定

に 基 づ き 、 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 と す る 。  

(1) 県 行 政 全 般 に 係 る 基 本 的 な 考 え 方 を 示 す と と も に 、目 標 を 設 定 し 、そ の 達

成 の た め の 施 策 、 事 業 そ の 他 の 手 法 を 総 合 的 か つ 体 系 的 に 定 め る 計 画  

(2) 県 行 政 の 各 分 野 に お け る 基 本 的 な 考 え 方 を 示 す と と も に 、 目 標 を 設 定 し 、

そ の 達 成 の た め の 施 策 、事 業 そ の 他 の 手 法 を 体 系 的 に 定 め る 計 画 (特 定 の 地 域

を 対 象 と す る も の を 除 く 。 )で あ っ て 、 計 画 期 間 が 5 年 以 上 で あ る も の  

(議 会 の 議 決 ) 

第 3 条  知 事 そ の 他 の 執 行 機 関 は 、 前 条 各 号 に 掲 げ る 計 画 を 策 定 し 、 又 は 変

更 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 変 更 の 内 容 が 軽 微 で あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

附  則  

(施 行 期 日 等 ) 

1 こ の 条 例 は 、 平 成 16 年 4 月 1 日 か ら 施 行 し 、 同 日 以 降 に 策 定 さ れ る 計 画

の 策 定 又 は 変 更 に つ い て 適 用 す る 。  

(経 過 措 置 ) 

2 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 策 定 さ れ て い る 計 画 の う ち 次 に 掲 げ る も の を 変 更

し よ う と す る と き は 、 当 該 計 画 は こ の 条 例 の 施 行 の 日 に 策 定 さ れ た も の と み

な し 、 第 3 条 の 規 定 を 適 用 す る 。  

(1) 熊 本 県 総 合 計 画  パ ー ト ナ ー シ ッ プ 21 く ま も と  

(2) 熊 本 県 科 学 技 術 振 興 指 針  

(3) 熊 本 県 総 合 情 報 通 信 高 度 化 プ ラ ン  

(4) 熊 本 県 水 資 源 総 合 計 画  



(5) 熊 本 県 高 齢 者 や 障 害 者 に や さ し い ま ち づ く り 推 進 計 画  

(6) く ま も と 21 ヘ ル ス プ ラ ン  

(7) く ま も と 子 ど も 未 来 プ ラ ン  

(8) 「 人 権 教 育 の た め の 国 連 10 年 」 熊 本 県 行 動 計 画  

(9) 熊 本 県 小 売 商 業 振 興 指 針  

(10) 熊 本 県 工 業 振 興 ビ ジ ョ ン  

(11) 熊 本 県 労 働 行 政 プ ラ ン  

(12) 熊 本 県 農 業 計 画  

(13) 熊 本 県 森 林 ・ 林 業 ・ 木 材 産 業 基 本 計 画  

(14) 熊 本 県 水 産 業 振 興 基 本 構 想 21 

(15) 熊 本 県 景 観 整 備 基 本 計 画  

(16) 熊 本 県 就 学 前 教 育 振 興 「 肥 後 っ 子 か が や き プ ラ ン 」  

(17) く ま も と 青 少 年 プ ラ ン  

(熊 本 県 環 境 基 本 条 例 の 一 部 改 正 ) 

3 熊 本 県 環 境 基 本 条 例 (平 成 2 年 熊 本 県 条 例 第 49 号 )の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

第 6 条 第 3 項 中 「 及 び 基 本 計 画 」 を 削 り 、 同 条 に 次 の 1 項 を 加 え る 。  

4 基 本 計 画 は 、 熊 本 県 環 境 審 議 会 の 意 見 を 聴 く と と も に 、 議 会 の 議 決 を 経 て

定 め な け れ ば な ら な い 。 こ れ を 変 更 し よ う と す る と き も 、 同 様 と す る 。  


